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情報環境機構 ハウジングサービス担当 
 

1. ハウジングサービスの承認依頼（ワークフロー）の通知確認 

 
※ 承認依頼は、ハウジングサービスの利用者(利用者と申請者が同一の場合は省略) 

ならびに経理担当者として記入した方に通知されます。経理担当者は、原則として
掛長相当以上の方にお願いしています。 
なお、利用者または経理担当者の変更が必要な場合はその旨お問い合わせください。
（問い合わせ先は最終ページ参照）後述する差し戻し機能もご利用いただけますが、
その場合は利用者が実施した承認履歴も初期化される点にご留意ください。 

 

2. 申請情報の確認 

 
 
 
 
 

鈴のアイコンに赤い数字がついている場合、 
未読の通知があります。 

ハウジングサービスの承認依頼があると教職員ポータル 
（Garoon）トップページの左記の通知一覧にワークフロー 
の申請が表示されます。 
「ハウジングサービス利用申請」を押下し、申請情報の確認 
および承認作業を実施してください。 

【特に確認頂きたい点】 
1. 利用者、連絡担当者、経理担当者の

情報が適切か確認してください 
2. 承認するご自身の情報を確認し、

必要に応じて修正してください。
経理担当者のメールアドレス欄
は、掛等の 2 次アドレスの記入を
お願いします 

3. 財源情報が適切か確認してくださ
い 

4. 記入内容に不備がある場合は 
「差し戻し」をお願いいたします。
（差し戻し方法は 3-2. を参照） 

【用語の補足】 
申請者：申請の入力や調整をする方 
利用者；サービス利用上の代表者 
連絡担当者：利用上の連絡窓口となる方 
経理担当者：負担金請求先の担当掛長等 



 
 

3. 申請情報の承認または差し戻し処理 

3-1. 申請内容に不備が無い場合（承認） 

 
 
 
3-2. 申請内容に不備がある場合（差し戻し） 

 
 
 

お問い合わせ先： 
 情報部 情報推進課 研究情報掛(ハウジングサービス担当) 
 E-mail: housing-service@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

 
 

以上 

申請内容に不備が無い場合は、「承認する」を 
押下してください。承認作業はこれで完了です。 

申請内容に不備がある場合は、 
1)不備の詳細をコメントに記載 
2)差し戻し先として「申請者本人」を選択 
を実施した上で「差し戻す」を押下して下さい。 
 
申請者が申請内容を訂正した上で、再度承認の 
ワークフローが実施されます。 


